
 

『機械の無料相談窓口』 株 式 会 社 小 沢 商 店  

０２５－００７４ 岩手県花巻市坂本町３－４  問合わせ先 ＴＥＬ０１９８－２３－４７２４   

    小沢商店のホームページでもフロン排出抑制法対策の内容を載せております→「小沢商店」で検索！ 
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主 催 

平成２７年４月１日にフロン法が改正され「フロン排出抑制法」として

全面施行されました。地球温暖化対策として、この法律はフロンをお使

いの機器を保有する全ての主体に法令順守を求めています。特に管理者

（フロン機器の所有者）には多くの法律上の義務と共に守らない場合に

は罰則規定も定められております。小沢商店のサービスは岩手県の企業

の皆様に周知を頂き、弊社で点検代行をさせて頂く会社様もだいぶ増え

ました。また今回新たに既に簡易点検を自社で行っている皆様へ、クラ

ウドを活用した効率的で点検業務時間短縮可能なシステムがございま

す。まだ点検に着手されていないお客様から、既に点検に着手されてい

るお客様まで参加頂ける有益なセミナーをご用意しております。お忙し

い所ではございますが、貴社の法令順守の上でも一助となるセミナーと

考えておりますので、ご参加賜りますよう御願い致します。 

“フロン排出抑制法対策セミナー”のご案内 

お申し込み ＦＡＸ  

０１９８－２４－９１５５ 

５５５ 

小沢商店でご提供できるサービス 

◇クラウドを使った第一種特定製品の管理方法 

◇第一種特定製品の定期点検（３年に１回または１年に１回） 

◇フロンガスの回収と回収に伴う証明書の発行 

◇第一種特定製品の簡易点検（３ケ月に１回） 

◇第一種特定製品の現場調査 

◇第一種特定製品の機器リスト作成・配置図作成 

◇第一種特定製品のフィルター洗浄工事 

  ※「第一種特定製品」とは業務用空調機器及び冷凍冷蔵機器であり、 

   冷媒としてフロンが使われているものを言います。 

 

 

 フロン排出抑制法改正施行が 2020 年 4 月 1 日に迫りました！ 

これから対策を始めようとお考えの方へ 
フロンガス回収・定期点検をどこに依頼しようか考えている方へ 

“簡易点検”を既に自社で行っている方へ 
いずれの方へも大変有益なセミナーです 

 

日時 
２０２０年３月１７日（火） 

１４：００～１７：００ （開場 １３：３０） 

会場 
花巻市交流会館 １階 第４研修室 

岩手県花巻市葛３－１８３－４ 旧空港ターミナル（駐車場有） 

費用 

 

無料（ＦＡＸによる事前申込制・定員先着３０名） 

講師 
小澤憲男（株式会社小沢商店）ENV ID 講習修了 No.Ｓ03000001 

後援：一般社団法人冷媒総合管理センター（ＥＮＶ） 

セミ

ナー

内容 

① 法律「フロン排出抑制法」とは 

② 企業の管理者に求められる点検内容とは 

③ 日本各地のお客様での対策の事例紹介 

④ 法令順守の為に行うべきポイントとは 

⑤ クラウドを活用した点検システムのご提案 

 

裏面も 

ご覧下さい 



 

 

最近フロン排出抑制法の罰則について新聞記事が多くみられ

るようになってきました 

インターネット検索より「フロン排出抑制法 新聞 点検」 

または「フロン排出抑制法 新聞 罰則」 

で検索頂ければ内容をご覧頂く事が出来ます 

 

小沢商店が提供する「クラウドを活用した簡易点検」の手順 

手順① スマホまたはタブレットを持って現場へ行く 

手順② 点検画面を開いてタッチして点検記録をする  

    これで点検は終わり！ 

 ⇒タッチした瞬間にクラウドで点検記録簿が自動作成・保存されます 

“簡易点検”を既に自社で行っている方へ 
簡易点検をする際の「業務効率化」と「人手不足対策」のサービスを提供しております。 

以下をご覧下さい。この内容は使用方法も含めてセミナー当日説明致します。 

 

 

「機械の無料相談窓口」株式会社小沢商店 主催 

フロン排出抑制法対策セミナーを２０２０年３月１７日（火）に開催します 

以下の資料もご覧下さい 

あるお客様の「簡易点検」の手順 

手順① 自社で作ったエクセル点検記録簿を印刷する 
手順② 印刷した点検記録簿を持って現場へ行く 

手順③ 点検記録簿に手書きで点検記録をつける 

手順④ 手書きで書いた内容をパソコンのエクセルファイルに転記してＰＤＦで保存する 

 


